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社会福祉法人調布市社会福祉協議会役員等の報酬に関する規則 

 

[昭和４７年規程、平成９年規則] 

 

社会福祉法人調布市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程（昭和４

７年規程第３号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、社会福祉法人調布市社会福祉協議会（以下「協議会」という。）

役員等の報酬について、必要な事項を定めるものとする。 

（役員等の範囲） 

第２条 役員等は、社会福祉法人調布市社会福祉協議会定款（以下「定款」という。）

第６条に規定する評議員、第７条に規定する評議員選任・解任委員会委員、第 

１８条に規定する役員及び第３４条に規定する部会及び委員会の委員（以下「役員

等」という。）をいう。 

（支給対象） 

第３条 支給対象となる役員等は、次の各号に掲げるところによる。 

⑴ 常勤の理事 

⑵ 会長又は会長の職務代理者 

⑶ 定款第７条に規定する評議員選任・解任委員会に出席した委員 

⑷ 定款第１１条に規定する評議員会に出席した評議員及び監事 

 ⑸ 定款第２７条に規定する理事会に出席した理事（第１号に掲げる者を除く。）

及び監事並びに定款第２２条第１項に規定する職務を行った監事 

⑹ 定款第３４条に規定する部会及び委員会に出席した部会委員及び委員会委員 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、定款に規定する範囲内で職務を執行した役員等 

（報酬の支給額） 

第４条 第一次報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 前条第１号に掲げる者 報酬 月額 ４４７，５００円 

⑵ 前条第２号に掲げる者 報酬 日額 ５，０００円 

⑶ 前条第３号から第７号までに掲げる者 報酬 日額 ３，０００円 

２ 前条各号に掲げる役員等のうち、行政機関の職員の身分を有する者には、報酬を

支給しない。 

３ 前条第１号に掲げる者については、当該役員の通勤事情等に応じ第二次報酬を支

給する。この場合において、支給額については、協議会の職員の通勤手当の支給の

例による。 

（報酬の支給方法） 

第５条 常勤の理事には、その職に就いた当月分から報酬を支給する。 

２ 常勤の理事が任期満了、辞職、解任、又は協議会の解散によりその職を離れたと
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きは、その当月分までの報酬を支給する。 

３ 第３条第２号から第５号までに掲げる役員等については、その出席に応じて報酬

を支給する。 

（期末手当） 

第６条 期末手当は、３月１日、６月１日及び１２月１日（以下この条において「基

準日」という。）に在職する常勤の理事に対し支給する。 

２ 期末手当の額は、基準日現在において常勤の理事が受けるべき報酬月額に年間を

通じて１００分の２５５を乗じて得た額及び職務等を考慮してその額に１００分

の１１６を乗じて得た額の１００分の１５に相当する額を加算額としてその合計

額に、３月１日及び６月１日を基準日とする期末手当については基準日前３月間、

１２月１日を基準日とする期末手当については基準日前６月間における、その者の在

職期間に応じ、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

⑴ ３月１日及び６月１日を基準日とする期末手当 

ア 在職期間が３月の者 １００分の１００ 

イ 在職期間が２月の者 １００分の６０ 

ウ 在職期間が１月の者 １００分の３０ 

⑵ １２月１日を基準日とする期末手当 

ア 在職期間が６月の者 １００分の１００ 

イ 在職期間が３月以上６月未満の者 １００分の６０ 

ウ 在職期間が３月未満の者 １００分の３０ 

３ 前項の在職期間は、暦の月に従い計算し、１月未満の端数は、１月とする。 

（旅費） 

第７条 役員等が職務のため旅行したときは、順路により旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の種類は、交通費、宿泊料、日当、食事料、支度料及び旅行雑費とし、

その額は、別表に定めるところによる。 

（支給方法等） 

第８条 役員等の報酬及び旅費の支給方法、支給条件、支給手続等については、この規

則に定めるものを除き、協議会の職員の例による。 

（雑則） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

 

 

附 則 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の社会福祉法人調布市社会福祉協議会役員等の報酬及び

費用弁償に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後から出発する旅行から適

用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

３ 社会福祉法人調布市社会福祉協議会常務理事の服務及び給料に関する規程（平成

６年）は、廃止する。 
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附 則 

この規則は、平成９年９月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１２年１２月１８日に施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成１３年１２月１９日に施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成１４年１２月１６日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１５年１２月１６日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１７年４月１日より施行する。 

附 則 

この規則は、平成２０年４月１日より施行する。 

附 則 

この規則は、平成２１年４月１日より施行する。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、令和４年１２月２２日から施行する。 

附 則 
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 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項から附則第５

項までの規定は、令和６年３月２６日から施行する。 

２ 改正後の社会福祉法人調布市社会福祉協議会役員の報酬に関する規則附則第３

項から附則第５項までの規定は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの

間において適用する。 

（第４条に定める常勤の理事の報酬） 

３ 改正前の社会福祉法人調布市社会福祉協議会役員の報酬に関する規則（以下「改

正前の規則」という。）第４条第１項第１号に規定する常勤の理事の報酬は、 

「３３５，４００円」とあるのは、「３３６，３００円」とする。 

（報酬の内払） 

４ 改正前の規則の規定により令和５年４月１日から施行日の前日までの間に常勤

の理事に支給された報酬は、前項の改正規定による報酬の内払とみなす。 

（第６条に定める常勤の理事の期末手当） 

５ 改正前の規則第６条第２項に規定する常勤の理事の期末手当は、「年間を通じて

１００分の２４０を乗じて得た額」とあるのは、「年間を通じて１００分の２４５

を乗じて得た額」とする。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

役員の種類 鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 日  当 

(１日につき) 

宿泊料 

(１夜につき) 

食卓料 

(１夜につき) 

第3条第1項

第1号から

第4号に掲

げる役員等 

実 費 実費 実 費 実費 3,000円 16,000円 2,200円 

第3条第1項

第5号に掲

げる役員等 

実 費 実費 実 費 実費 2,000円 14,000円 1,900円 

 

備考 

 １ 旅客運賃で等級を２階級以上に区分する場合は、上級の運賃を支給する。 

 ２ 鉄道賃及び船賃については、協議会の職員の例により必要に応じた急行料金、

特別車両料金、座席指定料金、寝台料金及び特別船室料金を支給する。 

 ３ 業務用の車両又は借り上げた車両を使用して旅行した場合には、鉄道運賃及び

車賃は支給しない。 
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社会福祉法人調布市社会福祉協議会常勤の理事執務に関する事項 

 

平成２１年４月１日 

 

定款第１８条に定める常務理事の執務については、おおむね次のとおりとする。 

（１）執務日数について 

日曜日および土曜日を除く、週４日を基準とする。 

（２）執務時間について 

   午前９時３０分から午後５時３０分までを基準とする。 


